
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２３年１１月２４日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１仙第２４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年４月５日 ０９時４０分ごろ 

発生場所 山形県遊佐町吹
ふく

浦
ら

漁港 

 遊佐町所在の羽後三埼灯台から真方位１８３°２.９海里付近 

（概位 北緯３９°０４.０′ 東経１３９°５２.１′） 

事故等調査の経過  平成２２年４月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二十八寶生
ほうせい

丸、２.９トン 

  ＹＭ３－４１４７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 広
こう

洋
よう

丸、２.４４トン 

ＹＭ３－３１５９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過痕 

Ｂ 左舷船首部に凹損及び揚網機損傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、吹浦漁港に入港しようとして北東進

中、Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、吹浦漁港を出港しようとして北西

進中、平成２３年４月５日０９時４０分ごろ、吹浦漁港の第３防波堤突端

付近において、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船首部が衝突した。 

両船は、衝突直前に相手船に気付いた。 

Ａ船は、第３防波堤突端を約１０ｍ離して約５ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で北東進していたが、出港するＢ船が第３防波堤の陰

で見えなかった。 

Ｂ船は、第３防波堤突端を約８ｍ離して約５kn の速力で北西進していた

が、入港するＡ船が第３防波堤の陰で見えなかった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：波高 約１～２ｍ、うねり 約１～２ｍ  

潮汐：低潮時 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は北東進中、Ｂ船は北西進中、吹浦漁港の

第３防波堤突端付近において、両船が衝突したも

のと考えられる。 

 Ａ船は、吹浦漁港から出港する他船と左舷対左

舷で航過できるよう、第３防波堤突端に接近して

航行していたことから、第３防波堤に接近して航



行していたＢ船に衝突直前に気付いたものと考え

られる。 

 Ｂ船は、第３防波堤突端に接近して航行してい

たことから、衝突直前にＡ船に気付いたものと考

えられる。 

原因  本事故は、吹浦漁港の第３防波堤突端付近において、Ａ船が北東進中、

Ｂ船が北西進中、Ｂ船が第３防波堤に接近して航行していたため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




